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<公印省略>  

６月学校再開に向けてのお知らせとお願い 

 日頃より本校の教育活動にご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。 

 新型コロナウィルスの急速な感染拡大により、４月１３日より臨時休業措置をとっておりましたが、

今般５月１４日の政府による緊急事態宣言解除を受け、笠野小学校では、町教育委員会の指示の下、６月

１日（月）より通常の教育活動を再開いたします。 

 ５月２５日よりウォームアップ期間として午前中のみの登校日を設けてきました。その間に行ってい

た感染予防対策を今後も継続して参ります。また、給食が開始されますので、その際の注意事項について

もしっかり指導していきたいと思っています。ご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

☆ 学校再開（6/1～）について         

・6/1(月)から通常授業が始まります。 全学年対象  

・登校前(家庭で) 

  毎朝の健康チェックと検温→「健康観察票」に記録。 

  発熱(目安は 37.5度以上)や微熱でも風邪症状がある場合は登校しない。 

・登下校の注意 

  いつものように集団登校をする。ただし、密接とならないように（１年生の安全に配慮） 

・登校したら、職員室に「健康観察票」を提出する。 

  忘れた児童は相談室で健康チェック・検温をする。 

  37度以上の熱がある場合は、保健室で経過観察する。風邪症状が見られれば、下校する。 

(保護者に連絡) 

・校内での注意 

  換気の徹底（教室、廊下の窓）うがい、手洗いの徹底(登校後、トイレの後、外での活動後) 

  マスクの着用（徹底） 

・授業について 

  児童同士の距離を１～２ｍ以上保つように座席を配置する。(対面とならないように) 

  ペアやグループでの活動は行わない。 

  感染の可能性が高い学習活動は行わない。 

   ex. 音楽科での歌唱指導や合奏  家庭科での調理実習   

      体育科での児童が密集する運動や組み合ったり、接触したりする運動 など 

  感染者、濃厚接触者、医療従事者やその家族等に対する差別や偏見につながる行為は絶対に許されないと

いう指導を行いました。  

※本校ホームページ「笠野っ子ニュース 5/11」にある日本赤十字社から出ている「新型コロナウィル

ス３つの顔を知ろう」を読んでいただいてご家庭でもご指導願います。 

・その他 

  児童が下校した後は、職員で分担して消毒します。 

欠席の連絡は、7:40～8:10の間にお願いします。 


